
事業者の皆さま、労働者の皆さまへ

■職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、まず次に示

す～取組の5つのポイント～が実施できている力、確記しましょう。

■～取組の5つのポイント～は感染防止対策の基本的事項ですので、未実

施の事項がある場合には、「職場における感染防止対策の実践例」を

参考に職場での対応を検討の上、実施してください。

■厚生労働省では、職場の実態に即した、実行可能な感染症拡大防止対策を検

討していただくため「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大
を防止するためのチェックリスト」を厚生労働省のホtムページに掲載

していますので、具体的な対策を検討する際にご活用ください。

■職場における感染防止対策についてご不明な点等がありましたら、都道府県

労働局に設置された「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止
対策相談コーナー」にご相談ください。

㈹酬仙川㈹岬WmM～冊　　「

取熟⑲訳鍼感断等湛

テレワーク・時差出勤等を推進しています。

体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行
できる雰囲気を作っています。

職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、
密にならない工夫を行っています。

休憩所、更衣室などの〟場の切り替わり〝や、飲食の場など
「感染リスクが高まる『5つの場面』」での対策・呼びかけ

を行っています。

手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒
など、感染防止のための基本的な対策を行っています。

㊥挙葉率蕪　都道府県労働局・労働基準監督署
R3．5



＞厚生労働省では、テレワーク相談センターにおける相談支援、労働時
間管理の留意点等をまとめたガイドラインの周知等を行っています。

＞さらに、テレワークの導入にあたって必要なポイント等をわかりやす
くまとめたリーフレットも作成し、周知を行っています。

＞こうした施策も活用いただきながら、職場や通勤での感染防止のため、
テレワークを積極的に進めてください。

リーフレットは
厚生労働省ホームページから

ダウンロード可能です。

○　体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルール

新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応手順の作成（製造業）

体調確認アプリの活用（その他の事業）

柄わ玩巧イ亙烹‾　　　i

禦誓書徽覿震羊やルi柳橋）

で‾こ■ロ

36　　　　　8

自宅待機
②濃厚接触者の把握
③消毒
④関係先への通知など

＞感染者が発生した場合の対応
手順を定め、社内イントラ　　手順全文は
ネットや社内報で共有した。（独）労働者健康安全機構

［手順］　　　　　　　　長野産業保健総合支援

①感染リスクのある社真の等芳岩誓詣語ら

サーマルシステムの導入（社会福祉法人）

＞従業員が日々の体温
等の体調を入力し、
管理者が入力状況を
確認できるアプリを
活用して、体調に異
常のある者に対して
在宅勤務やかかりつ
け医への電話相談等
の対応を促している。

声誓駕環瀞賢窒苧竿　※本事例では、長崎県健康管理チャッ
トサービス（N－CHAT）を使用

○　密とならない工夫

ITを活用した対策（建設業）

＞スマートフォン用

無線機を導入し、
社員同士や作業従
事者との会話に活
用。3密を避けた
コミュニケーショ

ンをとるようにし
た。

．瓢湖．　＞サーマルシステムを

施設受付入口に設置

髪1三　し、検温結果が
37．5℃以上の者の入

場を禁止している。
宮本システムでは、マ

スクの着用の検知を
行い、マスクの未着
用者には表示と音声
で注意喚起を行う仕
組みとなっている。

ITを活用した説明会の開催（その他の事業）

「一甲瞥芸こ1才牒　方式併用のハイブリッドの説明会を
開催した。

＞対面での参加者に
対しても、席の間
隔を空ける、机に
アクリル板を設置
するなどの対策を
行った。



○　感染リスクが高まる「5つの場面」を避ける取り組み
※　職場では、特に「居場所の切り替わり」

休憩所での対策（小売業）

＞休憩室の机の中
央を注意喚起付
きのパーテー
シヨンで区切り
座席も密となら
ないよう二人掛
けにし、対面と
ならないよう斜
めに配置した。

○　感染防止のための基本的対策

入館時の手指等の消毒（宿泊業）

＞宿泊者と従業員
の感染防止のた
め、ホテル入口
の消毒液設置場
所に、靴底の消
毒のためのマッ
トを設置した。

（休憩室、更衣室、喫煙室など）に注意が必要

昼休みの時差取得（製造業）

＿一風＿」艶陵艶恕‰
区分　巨　　　夜業時間

1廿・　　7：（冊、16：（叫

封荘　　　摘00㌔呈嘲

、ill二l〕0－12：W

J ll二割1、1二三二二劇l

字三拍髄～豊里；樋

ご　洲：：111、21：二訂l

甜漕綱紅潮拙機嫌津パ糊㈲打力嵩が射泊か蟻

＞休憩時間の3密回避のため、労使協議の上、
休憩時間帯を2つに分けることとした。

複数人が触る箇所の消毒（製造業）

嘩』

○　その他の取り組み

外国人労働者への感染防止対策の周知（建設業）

柳叫叫曲血h5｛Cふふ〆て苛
’・∴：

町■叫仙川叫叫い串k亘■鵬
Cd血書批咄！

∩如lWh仙tl■仙抑町両用叫虹鳥

目，鵬鵬舶爪血相Dlt鱒町中叫川鵜

H相場dh〟槻鵬触軸亡血hi

＞複数人が触る可
能性がある′機械
のスイツ≠類を
定期的に消毒す
ることを徹底し
た。

＞建設現場に入場する外国
人向け安全衛生の資料に
新型コロナウイルス感染
症の注意点を外国語に翻
訳したものを掲載し、周
知徹底を図った。
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＞このチェックリストは、感染症対策の実施状況について確率し、
労使で検討していただくことを目的としたものです。

職場の実態に即した対策を

＞職場での対策が不十分な場合やどのような対策をすればよいかわからない場合には、感染症

対策の実践例を参考に検討してください。

＞項目の中には、業種、業態、職種などにより対応できないものがあるかもしれません。すべ
ての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありませんが、
可能な項目から工夫しましよう。

＞職場の実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確実に継続して、実施
いただくことが大切です。

職責削こおける新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

チェックリストは
厚生労働省

ホームページから
ダウンロード可能です。
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